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 大規模小売店舗立地法                    

（平成 10 年 6 月 3日法律第 91 号）

改正 （平成 11 年 4 月 23 日第法律 34 号）

改正 （平成11年12月22日法律第160号）

改正 （平成 12 年 5 月 31 日法律第 91 号）

（目的） 

第１条 この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、

大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされ

ることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健

全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 この法律において「店舗面積」とは、小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理

業を含む。以下同じ。）を行うための店舗の用に供される床面積をいう。 
２ この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物（一の建物として政令で定めるものを

含む。）であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第一項又は第二項の基準面積を超える

ものをいう。 
 
（基準面積） 

第３条 基準面積は、政令で定める。 
２ 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、前項の基準面積を

超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区域があるときは、当該区域につい

て、条例で、周辺の地域の生活環境の保持に必要かつ十分な程度において、同項の基準面積に

代えて適用すべき基準面積を定めることができる。 
３ 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 
 
（指針） 

第４条  経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周

辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設

置する者が配慮すべき事項に関する指針（以下「指針」という。）を定め、これを公表するも

のとする。 
２ 指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 
 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 
 二 大規模小売店舗の施設（店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。

次条第一項において同じ。）の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの 
  イ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他

の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
  ロ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために

配慮すべき事項 
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（大規模小売店舗の新設に関する届出等） 

第５条  大規模小売店舗の新設（建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の

用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。）をする者（小売業

を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき

はその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一

部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。）は、政令で定め

るところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県（以下単に「都道

府県」という。）に届け出なければならない。 
 一 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 三 大規模小売店舗の新設をする日 
 四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
 五 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの 
 六 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるも

の 
２ 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければな

らない。 
３ 都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、

速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該

届出及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。 
４ 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該

届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。 
 
（変更の届出） 

第６条 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第

一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設

置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 
２ 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第三号

から第六号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置

している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。ただし、経済産業

省令で定める変更については、この限りでない。 
３ 前条第二項の規定は前項の規定による届出に、同条第三項の規定は前二項の規定による届出

について準用する。 
４ 前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第二項の規定による届出をした者は、

当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。た

だし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 
５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を第三条第一項の基準面積（同条第二項の規定により他
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（大規模小売店舗の新設に関する届出等） 

第５条  大規模小売店舗の新設（建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の

用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。）をする者（小売業

を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき

はその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一

部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。）は、政令で定め

るところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県（以下単に「都道

府県」という。）に届け出なければならない。 
 一 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 三 大規模小売店舗の新設をする日 
 四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
 五 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの 
 六 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるも

の 
２ 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければな

らない。 
３ 都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、

速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該

届出及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。 
４ 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該

届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。 
 
（変更の届出） 

第６条 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第

一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設

置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 
２ 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第三号

から第六号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置

している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。ただし、経済産業

省令で定める変更については、この限りでない。 
３ 前条第二項の規定は前項の規定による届出に、同条第三項の規定は前二項の規定による届出

について準用する。 
４ 前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第二項の規定による届出をした者は、

当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。た

だし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 
５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を第三条第一項の基準面積（同条第二項の規定により他



                     

の基準面積が定められた区域にあっては、当該他の基準面積）以下とする者は、その旨を都道

府県に届け出なければならない。 
６ 都道府県は、前項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、

その旨を公告しなければならない。 
 
（説明会の開催等） 

第７条  第五条第一項又は前条第二項の規定による届出（同条第四項ただし書の経済産業省令で

定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。）をした者は、経済産業省令で定めるところ

により、当該届出をした日から二月以内に、当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する

市町村（以下単に「市町村」という。）内において、当該届出及び第五条第二項（前条第三項

において準用する場合を含む。）の添付書類（第四項において「届出等」という。）の内容を

周知させるための説明会（以下この条において「説明会」という。）を開催しなければならな

い。 
２ 前項の規定により説明会を開催する者（以下この条において「説明会開催者」という。）は、

その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該

説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。 
３ 説明会開催者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、都道府県

及び市町村の意見を聴くことができる。 
４ 説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって経済産業省令で定めるもの

により、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明

会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、経済産業省令で定めると

ころにより、届出等の内容を周知させるように努めなければならない。 
５ 前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 
 
（都道府県の意見等） 

第８条 都道府県は、第五条第三項（第六条第三項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）の規定による公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日

から四月以内に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の

見地からの意見を聴かなければならない。 
２ 第五条第三項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村にお

いて事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村

に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環

境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都

道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 
３ 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定により市町村から聴取した

意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から一月

間縦覧に供しなければならない。 
４ 都道府県は、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出があった日から八月以内に、

第一項の規定により市町村から聴取した意見及び第二項の規定により述べられた意見に配意し、

                     

の基準面積が定められた区域にあっては、当該他の基準面積）以下とする者は、その旨を都道

府県に届け出なければならない。 
６ 都道府県は、前項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、

その旨を公告しなければならない。 
 
（説明会の開催等） 

第７条  第五条第一項又は前条第二項の規定による届出（同条第四項ただし書の経済産業省令で

定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。）をした者は、経済産業省令で定めるところ

により、当該届出をした日から二月以内に、当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する

市町村（以下単に「市町村」という。）内において、当該届出及び第五条第二項（前条第三項

において準用する場合を含む。）の添付書類（第四項において「届出等」という。）の内容を

周知させるための説明会（以下この条において「説明会」という。）を開催しなければならな

い。 
２ 前項の規定により説明会を開催する者（以下この条において「説明会開催者」という。）は、

その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該

説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。 
３ 説明会開催者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、都道府県

及び市町村の意見を聴くことができる。 
４ 説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって経済産業省令で定めるもの

により、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明

会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、経済産業省令で定めると

ころにより、届出等の内容を周知させるように努めなければならない。 
５ 前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 
 
（都道府県の意見等） 

第８条 都道府県は、第五条第三項（第六条第三項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）の規定による公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日

から四月以内に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の

見地からの意見を聴かなければならない。 
２ 第五条第三項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村にお

いて事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村

に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環

境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都

道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 
３ 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定により市町村から聴取した

意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から一月

間縦覧に供しなければならない。 
４ 都道府県は、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出があった日から八月以内に、

第一項の規定により市町村から聴取した意見及び第二項の規定により述べられた意見に配意し、
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及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地

域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、

意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。 
５ 都道府県が前項の規定により意見を有しない旨を通知した場合は、第五条第四項及び第六条

第四項の規定は、適用しない。 
６ 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第四項の規定により述べた意見の概要を

公告し、当該意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。 
７ 第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定により意見が述

べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変

更しない旨の通知を行うものとする。 
８ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
９ 第四項の規定により意見が述べられた場合には、第五条第四項又は第六条第四項の規定にか

かわらず、第五条第一項の規定による届出又は同項第三号から五号までに掲げる事項に係る第

六条第二項の規定による届出をした者は、第七項の規定による届出又は通知の日から二月を経

過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をし、又は当該届出に

係る変更を行ってはならない。 
１０ 第六条の規定は、第七項の規定による届出については、これを適用しない。 
 
（都道府県の勧告等） 

第９条 都道府県は、前条第七項の規定による届出又は通知の内容が、同条第四項の規定により

都道府県が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る大規模小売店舗の周

辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める

ときは、市町村の意見を聴き、及び指針を勘案しつつ、当該届出又は通知がなされた日から二

月以内に限り、理由を付して、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者に対

し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 
２ 前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を

超えないものであり、かつ、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者の利益

を不当に害するおそれがないものでなければならない。 
３ 都道府県は、第一項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を市町村に通知するとともに、

経済産業省令で定めるところにより、当該勧告の内容を公告しなければならない。 
４ 都道府県から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要

な変更に係る届出を行うものとする。 
５ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
６ 第六条の規定は、第四項の規定による届出については、これを適用しない。 
７ 都道府県は、第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が、

正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
 
（生活環境の保持の配慮） 

第 10 条  第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項又は前条第四項の規定による届出をした者
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及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地

域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、

意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。 
５ 都道府県が前項の規定により意見を有しない旨を通知した場合は、第五条第四項及び第六条

第四項の規定は、適用しない。 
６ 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第四項の規定により述べた意見の概要を

公告し、当該意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。 
７ 第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定により意見が述

べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変

更しない旨の通知を行うものとする。 
８ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
９ 第四項の規定により意見が述べられた場合には、第五条第四項又は第六条第四項の規定にか

かわらず、第五条第一項の規定による届出又は同項第三号から五号までに掲げる事項に係る第

六条第二項の規定による届出をした者は、第七項の規定による届出又は通知の日から二月を経

過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をし、又は当該届出に

係る変更を行ってはならない。 
１０ 第六条の規定は、第七項の規定による届出については、これを適用しない。 
 
（都道府県の勧告等） 

第９条 都道府県は、前条第七項の規定による届出又は通知の内容が、同条第四項の規定により

都道府県が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る大規模小売店舗の周

辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める

ときは、市町村の意見を聴き、及び指針を勘案しつつ、当該届出又は通知がなされた日から二

月以内に限り、理由を付して、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者に対

し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 
２ 前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を

超えないものであり、かつ、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者の利益

を不当に害するおそれがないものでなければならない。 
３ 都道府県は、第一項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を市町村に通知するとともに、

経済産業省令で定めるところにより、当該勧告の内容を公告しなければならない。 
４ 都道府県から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要

な変更に係る届出を行うものとする。 
５ 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
６ 第六条の規定は、第四項の規定による届出については、これを適用しない。 
７ 都道府県は、第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が、

正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
 
（生活環境の保持の配慮） 

第 10 条  第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項又は前条第四項の規定による届出をした者



                     

は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持について

の適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。 
２ 大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円

滑な実施に協力するよう努めなければならない。 
 
（承継） 

第 11 条 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の

規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通

知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届出又は通知をし

た者の地位を承継する。 
２ 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定

による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は

分割（当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。）があったときは、

相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売

店舗を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。 
３ 前二項の規定により第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、

第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者の地

位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 
 
（関係行政機関の協力） 

第 12 条 都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関

又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。 
 
（地方公共団体の施策） 

第 13 条  地方公共団体は、小売業を行うための店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境を

保持するために必要な施策を講ずる場合においては、地域的な需給状況を勘案することなく、

この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 
 
（報告の徴収） 

第 14 条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。 
２ 都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合

において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところに

より、当該大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めること

ができる。 
 
（大都市の特例） 

第 15 条 この法律の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下こ

                     

は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持について
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（承継） 

第 11 条 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の
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２ 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定

による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は

分割（当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。）があったときは、

相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売

店舗を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。 
３ 前二項の規定により第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、

第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者の地

位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 
 
（関係行政機関の協力） 

第 12 条 都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関

又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。 
 
（地方公共団体の施策） 

第 13 条  地方公共団体は、小売業を行うための店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境を

保持するために必要な施策を講ずる場合においては、地域的な需給状況を勘案することなく、

この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 
 
（報告の徴収） 

第 14 条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。 
２ 都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合

において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところに

より、当該大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めること

ができる。 
 
（大都市の特例） 

第 15 条 この法律の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下こ
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の条において「指定都市」という。）においては、指定都市又は指定都市の長が処理するもの

とする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都

市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。 
 
（経過措置） 

第 16 条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、そ

の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）を定めることができる。 
 
（罰則） 

第 17 条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 
 一 第五条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を行い、又は同条第二項（第

六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。）の添付書類で

あって、虚偽の記載のあるものを提出した者 
 二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 
 三 第八条第七項又は第九条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 
 
第 18 条  第五条第四項、第六条第四項又は第八条第九項の規定に違反した者は、五十万円以下の

罰金に処する。 
 
第 19 条 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に

処する。 
 
第 20 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て各本条の刑を科する。 

第 21 条 第六条第一項若しくは第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

  

（大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の廃止） 

第２条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭和四十八年法律第百

九号）は、廃止する。 
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あって、虚偽の記載のあるものを提出した者 
 二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 
 三 第八条第七項又は第九条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 
 
第 18 条  第五条第四項、第六条第四項又は第八条第九項の規定に違反した者は、五十万円以下の
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第 19 条 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に

処する。 
 
第 20 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て各本条の刑を科する。 

第 21 条 第六条第一項若しくは第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

  

（大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の廃止） 

第２条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭和四十八年法律第百

九号）は、廃止する。 
 



                     

の特例に関する法律の廃止） 

第３条 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関す

る法律の特例に関する法律（平成三年法律第八十一号）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第４条 この法律の施行前にされた附則第二条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小

売業の事業活動の調整に関する法律（以下「旧法」という。）第三条第二項若しくは第三項の

規定による公示に係る小売業の営業開始若しくは店舗面積の増加の制限又は旧法第五条第一項、

第六条第一項若しくは第二項若しくは第九条第一項から第三項までの規定による届出、届出に

係る変更、承継、勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令、営業を停止すべき旨の命令若

しくは報告若しくは立入検査については、なお従前の例による。 
 
第５条 この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設置している者は、当該大規模小売店舗につ

いて第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後

最初に行われるもの（この法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、旧法第五条第一

項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加を

することにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることと

なる大規模小売店舗については、その営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われる

もの）をしようとするときは、その旨及び第五条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号

までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。 
２ 旧法第三条第二項又は第三項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧

法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者がこの法律の施行

の日から八月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をする

ことにより大規模小売店舗に該当することとなるものの新設をする者については、第五条第一

項の規定は、適用しない。 
３ 第一項の規定は、前項の大規模小売店舗を設置する者が、当該大規模小売店舗について第五

条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であって前項の規定による営業の開始又は

店舗面積の増加の日以後最初に行われるものをしようとする場合について準用する。 
４ 第一項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による変更に係る

事項の届出は、第六条第二項の規定による届出とみなす。 
５ 第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第六条第一項及び第二

項、第十条第一項並びに第十一条の規定の適用については、第五条第一項の規定による届出と

みなす。 
 
第６条 前条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。 
２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項

の刑を科する。 

                     

の特例に関する法律の廃止） 

第３条 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関す

る法律の特例に関する法律（平成三年法律第八十一号）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第４条 この法律の施行前にされた附則第二条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小

売業の事業活動の調整に関する法律（以下「旧法」という。）第三条第二項若しくは第三項の

規定による公示に係る小売業の営業開始若しくは店舗面積の増加の制限又は旧法第五条第一項、

第六条第一項若しくは第二項若しくは第九条第一項から第三項までの規定による届出、届出に

係る変更、承継、勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令、営業を停止すべき旨の命令若

しくは報告若しくは立入検査については、なお従前の例による。 
 
第５条 この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設置している者は、当該大規模小売店舗につ

いて第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後

最初に行われるもの（この法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、旧法第五条第一

項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加を

することにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることと

なる大規模小売店舗については、その営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われる

もの）をしようとするときは、その旨及び第五条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号

までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。 
２ 旧法第三条第二項又は第三項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧

法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者がこの法律の施行

の日から八月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をする

ことにより大規模小売店舗に該当することとなるものの新設をする者については、第五条第一

項の規定は、適用しない。 
３ 第一項の規定は、前項の大規模小売店舗を設置する者が、当該大規模小売店舗について第五

条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であって前項の規定による営業の開始又は

店舗面積の増加の日以後最初に行われるものをしようとする場合について準用する。 
４ 第一項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による変更に係る

事項の届出は、第六条第二項の規定による届出とみなす。 
５ 第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第六条第一項及び第二

項、第十条第一項並びに第十一条の規定の適用については、第五条第一項の規定による届出と

みなす。 
 
第６条 前条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。 
２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項
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（輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律



 

第７条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 
 
（政令への委任） 

第８条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 
 
（小売商業調整特別措置法の一部改正） 

第９条 小売商業調整特別措置法（昭和三十四年法律第百五十五号）の一部を次のように改正す

る。 
  第十四条の二第一項中「（大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭

和四十八年法律第百九号）第二条第二項に規定する大規模小売店舗（以下「大規模小売店舗」

という。）において行われるものを除く。）」を削る。 
  第十六条の二第一項中「（大規模小売店舗において行われるものを除く。）」を削る。 
  第十七条中「及び大規模小売店舗において小売業を営む者とその周辺の中小小売商との間に

生じたもの」を削る。 
  第十八条の次に次の一条を加える。 
 （地方公共団体の施策） 
 第十八条の二 地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合にお

いては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 
 
（通商産業省設置法の一部改正） 

第 10 条 通商産業省設置法（昭和二十七年法律第二百七十五号）の一部を次のように改正する。 
  第五条第一項第二十号を次のように改める。 
  二十 削除 
  

附 則（平成 11 年４月 23 日法律第 34 号） 
（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 
附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 

（施行期日） 

第１条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 
附 則（平成 12 年５月 31 日法律第 91 号） 

（施行期日） 

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行

する。 
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第７条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 
 
（政令への委任） 

第８条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 
 
（小売商業調整特別措置法の一部改正） 

第９条 小売商業調整特別措置法（昭和三十四年法律第百五十五号）の一部を次のように改正す

る。 
  第十四条の二第一項中「（大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭

和四十八年法律第百九号）第二条第二項に規定する大規模小売店舗（以下「大規模小売店舗」

という。）において行われるものを除く。）」を削る。 
  第十六条の二第一項中「（大規模小売店舗において行われるものを除く。）」を削る。 
  第十七条中「及び大規模小売店舗において小売業を営む者とその周辺の中小小売商との間に

生じたもの」を削る。 
  第十八条の次に次の一条を加える。 
 （地方公共団体の施策） 
 第十八条の二 地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合にお

いては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。 
 
（通商産業省設置法の一部改正） 

第 10 条 通商産業省設置法（昭和二十七年法律第二百七十五号）の一部を次のように改正する。 
  第五条第一項第二十号を次のように改める。 
  二十 削除 
  

附 則（平成 11 年４月 23 日法律第 34 号） 
（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 
附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 

（施行期日） 

第１条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 
附 則（平成 12 年５月 31 日法律第 91 号） 

（施行期日） 

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行

する。 

の刑を科する。 



                     

 大規模小売店舗立地法施行令 

                    （ 平成 10 年 10 月 16 日政令第 327 号） 
（一の建物） 

第１条 大規模小売店舗立地法（以下「法」という。）第二条第二項の一の建物として政令で定

めるものは、次のとおりとする。 
 一 屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によ

って二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分） 
 二 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 
 三 一の建物（前二号に掲げるものを含む。）とその附属建物をあわせたもの 
 
（基準面積） 

第２条 法第三条第一項の政令で定める面積は、千平方メートルとする。 
 
（届出の方法） 

第３条 法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がする

ものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一

部が共同してすることができる。 
 
（報告の徴収） 

第４条 法第十四条第一項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、

次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 
 一 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の

業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項 
 二 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講

じている措置に関する事項 
２ 法第十四条第二項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者

に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 
 一 当該小売業の開始日 
 二 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項 
 三 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項 
 

附 則 
この政令は、法の施行の日（平成十二年六月一日）から施行する。ただし、第一条及び第二条

の規定は、法第二条から第四条までの規定の施行の日（平成十一年五月一日）から施行する。 
 

                     

 大規模小売店舗立地法施行令 

                    （ 平成 10 年 10 月 16 日政令第 327 号） 
（一の建物） 

第１条 大規模小売店舗立地法（以下「法」という。）第二条第二項の一の建物として政令で定

めるものは、次のとおりとする。 
 一 屋根、柱又は壁を共通にする建物（当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によ

って二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分） 
 二 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物 
 三 一の建物（前二号に掲げるものを含む。）とその附属建物をあわせたもの 
 
（基準面積） 

第２条 法第三条第一項の政令で定める面積は、千平方メートルとする。 
 
（届出の方法） 

第３条 法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がする

ものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一

部が共同してすることができる。 
 
（報告の徴収） 

第４条 法第十四条第一項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、

次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 
 一 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の

業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項 
 二 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講

じている措置に関する事項 
２ 法第十四条第二項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者

に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 
 一 当該小売業の開始日 
 二 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項 
 三 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項 
 

附 則 
この政令は、法の施行の日（平成十二年六月一日）から施行する。ただし、第一条及び第二条

の規定は、法第二条から第四条までの規定の施行の日（平成十一年五月一日）から施行する。 
 

- 143 -



 大規模小売店舗立地法施行規則 

 （平成 11 年 6 月 10 日通商産業省令第 62 号） 
改正 （平成 11 年 10 月６日通商産業省令第 91 号） 
改正 （平成 12 年 7 月 7 日通商産業省令第 136 号） 
改正 （平成 12年 10月 31日通商産業省令第 271号） 
改正 （平成 13 年 3 月 29 日経済産業省令第 99 号） 
改正 （平成 13 年 3 月 30 日経済産業省令第 127 号） 
改正 （平成 13 年 5 月 28 日経済産業省令第 165 号） 
改正 （平成 15 年 3 月 31 日経済産業省令第 42 号） 
改正 （平成 17 年 3 月 4 日経済産業省令第 14 号） 

（用語） 

第１条 この省令において使用する用語は、大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十

一号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

 
（店舗に附属する施設） 

第２条 法第四条第二項第二号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、駐車場、

駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年

法律第百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物（以下この条において「廃棄物」と

いう。）及び資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第二条

第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）の保管施設及び廃棄物の処理施設とす

る。 

 

（大規模小売店舗の新設に関する届出） 

第３条 法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  
 一 駐車場の位置及び収容台数 
 二 駐輪場の位置及び収容台数 
 三 荷さばき施設の位置及び面積  
 四 廃棄物等の保管施設の位置及び容量  
２ 法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  
 一 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
 二 来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 三 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 
 四 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
３ 法第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならな

い。 
 
（大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類） 

第４条 法第五条第二項（法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用

する場合を含む。）の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、都道
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 大規模小売店舗立地法施行規則 

 （平成 11 年 6 月 10 日通商産業省令第 62 号） 
改正 （平成 11 年 10 月６日通商産業省令第 91 号） 
改正 （平成 12 年 7 月 7 日通商産業省令第 136 号） 
改正 （平成 12年 10月 31日通商産業省令第 271号） 
改正 （平成 13 年 3 月 29 日経済産業省令第 99 号） 
改正 （平成 13 年 3 月 30 日経済産業省令第 127 号） 
改正 （平成 13 年 5 月 28 日経済産業省令第 165 号） 
改正 （平成 15 年 3 月 31 日経済産業省令第 42 号） 
改正 （平成 17 年 3 月 4 日経済産業省令第 14 号） 

（用語） 

第１条 この省令において使用する用語は、大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十

一号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

 
（店舗に附属する施設） 

第２条 法第四条第二項第二号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、駐車場、

駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年

法律第百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物（以下この条において「廃棄物」と

いう。）及び資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第二条

第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）の保管施設及び廃棄物の処理施設とす

る。 

 

（大規模小売店舗の新設に関する届出） 

第３条 法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  
 一 駐車場の位置及び収容台数 
 二 駐輪場の位置及び収容台数 
 三 荷さばき施設の位置及び面積  
 四 廃棄物等の保管施設の位置及び容量  
２ 法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  
 一 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
 二 来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 三 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 
 四 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
３ 法第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならな

い。 
 
（大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類） 

第４条 法第五条第二項（法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用

する場合を含む。）の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、都道



                     

府県は、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第四項、第五項、

第六項又は第三十条の八第一項の規定により法第五条第一項、第六条第二項、第八条第

七項、第九条第四項又は附則第五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）

の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項に規定する本人確

認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないと

きは、法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第

一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の届出をしようとする者が個人であ

る場合には、住民票の写しを提出させることができる。 
 一 法人にあってはその登記事項証明書  
 二 主として販売する物品の種類  
 三 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を

示す図面  
 四 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及び

その算出根拠 
 五 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車

場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 
 六 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法  
 七 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う

時間帯 
 八 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 
 九 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動

時間帯及び位置を示す図面  
 十 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 
 十一 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれ

る場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びそ

の算出根拠 
十二 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測

の結果及びその算出根拠  
２ 前項第四号、第五号及び第十号から第十二号までに掲げる予測は、一般的な技術水準

を勘案して合理的と認められる手法により行うものとする。 
 
（大規模小売店舗の新設に関する届出の公告） 

第５条 法第五条第三項（法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用

する場合を含む。）の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認

める方法により行うものとする。  
 
（変更の届出） 

第６条 法第六条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書を提出してしなければな

らない。 

                     

府県は、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第四項、第五項、

第六項又は第三十条の八第一項の規定により法第五条第一項、第六条第二項、第八条第

七項、第九条第四項又は附則第五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）

の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項に規定する本人確

認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないと

きは、法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第

一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の届出をしようとする者が個人であ

る場合には、住民票の写しを提出させることができる。 
 一 法人にあってはその登記事項証明書  
 二 主として販売する物品の種類  
 三 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を

示す図面  
 四 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及び

その算出根拠 
 五 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車

場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 
 六 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法  
 七 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う

時間帯 
 八 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 
 九 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動

時間帯及び位置を示す図面  
 十 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 
 十一 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれ

る場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びそ

の算出根拠 
十二 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測

の結果及びその算出根拠  
２ 前項第四号、第五号及び第十号から第十二号までに掲げる予測は、一般的な技術水準

を勘案して合理的と認められる手法により行うものとする。 
 
（大規模小売店舗の新設に関する届出の公告） 

第５条 法第五条第三項（法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用

する場合を含む。）の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認

める方法により行うものとする。  
 
（変更の届出） 

第６条 法第六条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書を提出してしなければな

らない。 
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第７条 法第六条第二項の経済産業省令で定める変更は、一時的な変更又は次の各号に掲

げるものとする。 
 一 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 
 二 都道府県が法第八条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、

大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 
 三 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの  
 四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積 

の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計  

（以下「基礎面積」という。）に千平方メートル又は基礎面積の一割に相当する面積 

のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの 
  イ 法第五条第一項の規定による届出をしている場合であって、法第六条第二項の規

定による届出をしていないとき 当該届出に係る店舗面積の合計  
  ロ 法第六条第二項の規定による届出をしている場合 当該届出に係る店舗面積の増

加をした後の店舗面積の合計  
 五 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの  
 六 荷さばき施設の面積を増加させるもの 
 七 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 
 八 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げ

を行うもの 
２ 法第六条第二項の規定による届出は、様式第三の届出書を提出してしなければならな

い。 
 
（軽微な変更） 

第８条 法第六条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する

施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当

該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。 
 
（廃止の届出） 

第９条 法第六条第五項の規定による届出は、様式第四の届出書を提出してしなければな

らない。 
 
第 10 条 法第六条第六項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
（説明会） 

第 11 条 法第七条第一項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設に

おいて、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、

一回開催するものとする。ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺

の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必
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第７条 法第六条第二項の経済産業省令で定める変更は、一時的な変更又は次の各号に掲

げるものとする。 
 一 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 
 二 都道府県が法第八条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、

大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの 
 三 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの  
 四 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積 

の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計  

（以下「基礎面積」という。）に千平方メートル又は基礎面積の一割に相当する面積 

のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの 
  イ 法第五条第一項の規定による届出をしている場合であって、法第六条第二項の規

定による届出をしていないとき 当該届出に係る店舗面積の合計  
  ロ 法第六条第二項の規定による届出をしている場合 当該届出に係る店舗面積の増

加をした後の店舗面積の合計  
 五 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの  
 六 荷さばき施設の面積を増加させるもの 
 七 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 
 八 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げ

を行うもの 
２ 法第六条第二項の規定による届出は、様式第三の届出書を提出してしなければならな

い。 
 
（軽微な変更） 

第８条 法第六条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する

施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当

該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。 
 
（廃止の届出） 

第９条 法第六条第五項の規定による届出は、様式第四の届出書を提出してしなければな

らない。 
 
第 10 条 法第六条第六項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
（説明会） 

第 11 条 法第七条第一項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設に

おいて、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、

一回開催するものとする。ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺

の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必



                     

要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、法第六条第二項の変更の場合であって、都道府県が大規模

小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による

説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第七条第一項の規定による説明会は、

説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要

旨を掲示することにより行うものとする。 
 
第 12 条 法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行う

ものとする。 
 一 都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること  
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること 
 三 前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法 
 
第 13 条 法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府

県が認めるものとする。 
 一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること 
 二 説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会

を円滑に開催できないこと 
２ 法第七条第四項の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うもの

とする。  
 一 市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報又は広報紙に掲載すること 
 二 届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること 
 三 前二号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県

が適切と認めるもの 
 
（都道府県の意見等の公告） 

第 14 条 法第八条第三項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
第 15 条 法第八条第六項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
（都道府県の意見に係る変更の届出等） 

第 16 条 法第八条第七項の規定による届出は、様式第五の届出書を提出してしなければな

らない。  
 
（都道府県の勧告等の公告） 

第 17 条 法第九条第三項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 

                     

要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、法第六条第二項の変更の場合であって、都道府県が大規模

小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による

説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第七条第一項の規定による説明会は、

説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要

旨を掲示することにより行うものとする。 
 
第 12 条 法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行う

ものとする。 
 一 都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること  
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること 
 三 前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法 
 
第 13 条 法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府

県が認めるものとする。 
 一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること 
 二 説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会

を円滑に開催できないこと 
２ 法第七条第四項の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うもの

とする。  
 一 市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報又は広報紙に掲載すること 
 二 届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること 
 三 前二号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県

が適切と認めるもの 
 
（都道府県の意見等の公告） 

第 14 条 法第八条第三項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
第 15 条 法第八条第六項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
 
（都道府県の意見に係る変更の届出等） 

第 16 条 法第八条第七項の規定による届出は、様式第五の届出書を提出してしなければな

らない。  
 
（都道府県の勧告等の公告） 

第 17 条 法第九条第三項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と

認める方法により行うものとする。 
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（都道府県の勧告に係る変更の届出） 

第 18 条 法第九条第四項の規定による届出は、様式第六の届出書を提出してしなければな

らない。  
 
（承継） 

第 19 条 法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七の届出書を提出してしなければ

ならない。 
 
（経過措置に係る届出） 

第 20 条 法附則第五条第一項（法附則第五条第三項において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、様式第八の届出書を提出してしなければならない。 
 

附 則 
１ この省令は、平成十一年六月十一日から施行する。 
２ 法附則第五条第四項の規定により法第六条第二項の規定による届出とみなされる法附

則第五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出に係る

変更を行う場合における第８条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設

の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大

規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。 
      附 則（平成 11 年 10 月６日通商産業省令第 91 号） 
  この省令は、平成十二年六月一日から施行する。  

附 則（平成 12 年７月７日通商産業省令第 136 号）  
  この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 12 年 10 月 31 日通商産業省令第 271 号） 

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。  
   附  則（平成 13 年３月 29 日経済産業省令第 99 号） 
（施行期日） 

１ この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 
   附  則（平成 13 年３月 30 日経済産業省令第 127 号） 
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。  
   附  則（平成 13 年５月 28 日経済産業省令第 165 号） 
 この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 15 年３月 31 日経済産業省令第 42 号）  
 この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 17 年３月４日経済産業省令第 14 号） 
 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成 17 年３月７日)から施行する。 
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（都道府県の勧告に係る変更の届出） 

第 18 条 法第九条第四項の規定による届出は、様式第六の届出書を提出してしなければな

らない。  
 
（承継） 

第 19 条 法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七の届出書を提出してしなければ

ならない。 
 
（経過措置に係る届出） 

第 20 条 法附則第五条第一項（法附則第五条第三項において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、様式第八の届出書を提出してしなければならない。 
 

附 則 
１ この省令は、平成十一年六月十一日から施行する。 
２ 法附則第五条第四項の規定により法第六条第二項の規定による届出とみなされる法附

則第五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出に係る

変更を行う場合における第８条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設

の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大

規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。 
      附 則（平成 11 年 10 月６日通商産業省令第 91 号） 
  この省令は、平成十二年六月一日から施行する。  

附 則（平成 12 年７月７日通商産業省令第 136 号）  
  この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 12 年 10 月 31 日通商産業省令第 271 号） 

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。  
   附  則（平成 13 年３月 29 日経済産業省令第 99 号） 
（施行期日） 

１ この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 
   附  則（平成 13 年３月 30 日経済産業省令第 127 号） 
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。  
   附  則（平成 13 年５月 28 日経済産業省令第 165 号） 
 この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 15 年３月 31 日経済産業省令第 42 号）  
 この省令は、公布の日から施行する。 
   附  則（平成 17 年３月４日経済産業省令第 14 号） 
 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成 17 年３月７日)から施行する。 
 


